
 

 

 

 

第６回統合準備委員会を開催しました！ 

10 月 8 日（金）午後７時から、細川町公民館において、第６回統合準備

委員会を開催しました。  

 今回の会議では、各部会での協議内容等について報告及び協議が行われ

ました。その内容についてお知らせします。  

 

 

 

 

〇報告事項 
７月１６日に星陽中学校閉校準備委員会を立ち上げ、閉校式典や行

事について協議した。  

「横断幕（１０月１日掲示）」  

「閉校のお知らせ（全戸配布、来校の呼びかけ）」  

「記念誌」  

「記念品」等  

10 月 18 日に第 2 回閉校準備委員会を開き、記念誌の内容等につい

て協議していく。  

 

       

 

 

 
 〇承認事項  

令和３年 10 月下旬に開催する PTA 臨時総会での主な議案は下記の

とおりとする。  

 

＜主な議案内容＞  

 １  PTA 会則の改正  

 ２  PTA 組織の簡素化  

 （１）PTA 本部体制の見直し  

 （２）学級委員の廃止  

 （３）地区委員数の見直し  

 （４）専門部員数等の見直し  

 ３  各役員の年間事業計画の策定  

 

※両校で開催する PTA 臨時総会での審議を経て決定となる。  
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〇報告事項  

９月に計画していた合同校外学習については、緊急事態宣言の延長に

伴い、中止しとした。今後の交流事業については、予定どおり開催する

方向で考えている。  

 

 

 

〇報告事項 
１０月１日に部会を開催し、下記内容について協議した。  

（１）  部活動の時間について  

（２）  冬場の部活動時間が短い時期の下校バスについて  

（３）  ８月４日の星陽地区保護者説明会の報告について  

 
○教育委員会への提案事項 

  統合準備委員会で協議した結果、下記の（１）から（３）に
ついて教育委員会へ提案することとする。  

 
（１）  部活動の時間に関しては、「学校運営部会で、バスの運行

等も含め、総合的に判断し検討していく」こととする。  

 

（２） 冬場の部活動時間が短い時期の下校バスについては、部活

動をしていない生徒が待ち、完全下校時刻に一斉に下校す

る１便運行とする。  

 

（３）  ８月４日の星陽地区保護者説明会の自由記述に関しては、

「教育委員会でまとめ、周知する」こととする。  

 

 

 

次回の統合準備委員会は、新型コロ

ナウイルス感染症の状況も注視しなが

ら、令和３年１２月下旬から令和４年１

月上旬の開催を予定しています。  

開催日時及び開催場所は、三木市教育

委員会ホームページでお知らせします。 

 

 
 
 

 

通学・安全部会 

学校運営部会 

お問い合わせ  
三木市教育委員会学校再編室  

電話  0794-89-2400 

ホームペーURL https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/61/4046.html 又

は、「三木市  学校再編」で検索  



 
 
８月４日に開催した星陽地区保護者説明会において、記載

していただいたアンケートの自由記述に対して、お答えいた
します。 
 
 
◇  遅刻・早退時においても、神姫バスの回数券等を出して
ほしい。 
 冬場の下校においては、期間限定の神姫バス定期券を出
してほしい。  
 星陽中学校と同じ待遇を維持してほしい。（神姫バスの
時間に合わせた、三木中学校終了時刻 16：00 を星陽中の
ように 15：45 に変更できないか？） 

 ⇒ 生徒の安全を第一に考えて、全員をスクールバスによる
通学とするため、市が委託するバスを 2 台準備します。従
って、神姫バスに合わせた学校の対応・変更は不必要と考
えます。  

 ⇒ ただし、個別事情等により自転車通学を考えられておら
れる方は、学校と相談の上、個別対応していく方向で考え
ています。  

 
 
◇ バス停については保護者と生徒の意見を必ず聞いてほし
い。 

⇒ バスの乗降場所については、星陽中学校区の対象保護者 
様にもご協力いただき、協議をします。  

 
 
◇  バス停まで自転車で行く際、自転車の置き場所は、個人
で対応しないといけないのか？  

⇒ 現在の星陽中学校と同様に、バス停まで自転車で行くこ
とは可能であり、置き場に関しては、個人での対応をお願
いします。  

 
 
◇  警報が出た場合のバス運行はどうな
るのか？ 

⇒ 学校と市教育委員会が相談しながら、
適切に登下校ができるよう、バス会社と
も連携し、対応を検討していきます。  

 

市教育委員会からのお知らせ 

 



 バスに乗り遅れた等の対応のため、携帯電話を持たせるこ
とは可能か？  
⇒ 学校と相談の上、個別対応していく方向で考えています。 
 
 
◇  統合準備だより No、4 の通学・安全部会（１）－イ「来
年４月からの路線バスを使用した通学は難しいため、当面
はスクールバスでの通学を検討する。」の説明をお願いす
る。 

 ⇒ 当初は路線バスによる通学の希望もあったことから、バ
ス業者と協議を行いましたが、運行時刻及びバスサイズ、
台数等の調整が難しかったため、当面はスクールバスでの
通学としました。 
今後も、路線バスの使用等も含め、より良い通学方法に

ついて、模索していきます。 
 
 
◇  当日、体調不良等で欠席する場合どこに連絡したらよい
のか？ 

⇒ 現在と同様に学校に連絡をしてください。 
 
 
◇  特別な場合の部活動への対応はしてもらえるのか？（県
大会へ向けての特別練習等）  

⇒ 部活動だけでなく、学校の実情に合わせて、様々な事案
へも、学校と市教育委員会が相談しながら、バス会社とも
連携し、対応していきます。  

 
 

◇  子どもたちは言葉にはしないが不安がっている。カウン
セラーを置く等、話を聞いてやってほしい。  

⇒ スクールカウンセラーや担任をはじめ、全職員・学校全
体で受け止める等、対応していくようにします。また、何
かあればいつでも学校に連絡ください。 

 
 
◇ 実際の進み具合を知ることができ、不安な
気持ちが少し薄まった。  
 

◇ 子どもが前向きになれるよう、親も前向
きにサポートしていきたい。  


